
滋賀県女性活躍推進企業 金融業、保険業

対象期間

開始

終了  2025年 3月 31日

※（）内および内側の円グラフは基準値です。基準値とは、項目達成のためのボーダーラインであり、国の統計調査等に基づく全国平均値です。

整えている制度

企業プロフィール

※本企業情報ページの公表内容は、企業・団体等からの申請によるものです。

第一生命保険株式会社

二つ星企業 滋賀県R7の2認証第28号

当社は女性従業員の比率が高く、多くの女性がそれぞれの能力を様々なフィールドで最大限に
発揮して活躍できるよう、長きにわたって女性の活躍推進に取り組んでおり、現在は、女性
リーダーの安定輩出・定着、組織の意思決定者としての女性リーダー育成・登用のフェーズに
入っています。
管理職における女性比率は、現在、3割超となっています。「2030年4月までに役員および組
織長に占める女性比率を30％とすること」を目標に、パイプライン強化・プール人財の確保
に向けた取組みを強化しています。

92.3
基準値

（35.2%）

女性正規従業員比率

男女の賃金の差異

44.5％

正社員 45.5％

公表日 【令和7年(2025年)4月1日時点】

2024年 4月 1日 

全労働者

非正規 41.1％

※本数値は女性活躍推進法等に基づく
情報公表により算出された数値です。

【掲載ホームページ】

https://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/employee/diversity/life.html

充実した育休等の制度 子が小学校就学後まで 使える短時間勤務等の制度
育児・介護休業、子の看護休暇等に関わる制度が法定以上に整備さ
れています。

短時間勤務制度または所定外労働免除制度が子どもの小学校就学後も
利用可能です。

柔軟な出勤・退勤時間 働く場所や時間を柔軟に 選べる制度
小学校就学後の子の育児や介護のために、フレックスタイムまたは
始業終業時刻変更の制度を利用できます。

在宅勤務制度やテレワークなど柔軟な働き方ができる制度を導入して
います。

会　社　名 第一生命保険株式会社

認 証 期 間 令和8年(2026年)2月22日 ～ 令和11年(2029年)2月21日

初回認証日 令和5年(2023年)2月21日 （二つ星企業　　滋賀県R3認証第125号）

所　在　地 東京都千代田区　１－１３－１

電 話 番 号 077-522-2644 F A X 番号 077-528-2179
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